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◦�

生
活
環
境
課
長
・
小
田
島
愛（
生
活
環
境

課
長
補
佐
）

◦�

市
民
登
録
課
長
・
佐
藤
庸
子（
国
保
医
療

課
長
補
佐
）

◦�

市
民
生
活
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
所
長
・

菅
原
一
憲（
収
納
課
長
）

建
設
部

◦�

都
市
政
策
課
長
・
高
橋
和
司（
都
市
政
策

課
長
補
佐〔
都
市
デ
ザ
イ
ン
・
公
共
交
通

担
当
〕）

福
祉
部

◦�

地
域
福
祉
課
長
・
白
畑
浩
一（
地
域
福
祉

課
長
補
佐〔
福
祉
企
画
担
当
〕）

◦�

長
寿
福
祉
課
長
・
長
山
義
博（
地
域
福
祉

課
長
）

健
康
こ
ど
も
部

◦�

こ
ど
も
課
長
・
鈴
木
秀
宜（
花
巻
図
書
館

長
）

生
涯
学
習
部

◦�

生
涯
学
習
課
長
兼
新
花
巻
図
書
館
整
備

室
長
・
高
橋
信
一
郎（
新
花
巻
図
書
館
計

画
室
次
長
）

◦�

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
特
命
課
長
・
雪
下
清

規（
生
活
環
境
課
長
）

◦�

花
巻
図
書
館
長
・
八
重
樫
雅
喜（
学
校
教

育
課
長
補
佐
）

大
迫
総
合
支
所

◦�

地
域
振
興
課
長
・
黒
沼
寿
夫（
大
迫
総
合

支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
長
）

◦�

市
民
サ
ー
ビ
ス
課
長
・
八
重
樫
祐
加（
石

鳥
谷
総
合
支
所
地
域
振
興
課
長
）

石
鳥
谷
総
合
支
所

◦�

地
域
振
興
課
長
・
高
橋
誠（
石
鳥
谷
総
合

支
所
市
民
サ
―
ビ
ス
課
長
）

◦�

市
民
サ
ー
ビ
ス
課
長
・
清
水
賢
子（
東
和

総
合
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
長
）

東
和
総
合
支
所

◦�

市
民
サ
ー
ビ
ス
課
長
・
小
原
美
知
子（
宮

沢
賢
治
記
念
館
長
）

教
育
委
員
会
教
育
部

◦�

教
育
企
画
課
長
・
瀬
川
猛（
教
育
企
画
課

長
補
佐〔
学
校
施
設
担
当
〕）

◦�

学
校
教
育
課
長
・
生
駒
大
輔（
岩
手
県
教

育
委
員
会
保
健
体
育
課
主
任
指
導
主
事
）

◦�

文
化
財
課
長
・
佐
藤
恒（
防
災
危
機
管
理

課
長
）

◦�

花
巻
市
博
物
館
副
館
長
兼
市
史
編
さ
ん

室
長
・
伊
藤
真
紀
子（
文
化
財
課
長
補
佐

〔
文
化
財
担
当
〕）

監
査
委
員
事
務
局

◦�

事
務
局
長
・
佐
藤
充（
大
迫
総
合
支
所
地

域
振
興
課
長
）

【
消
防
司
令
長
】

◦�

消
防
本
部
次
長
兼
警
防
課
長
・
小
原
一

志（
花
巻
中
央
消
防
署
長
）

◦�

消
防
本
部
予
防
課
長
・
松
田
真（
花
巻
北

消
防
署
長
）

◦�

花
巻
中
央
消
防
署
長
・
古
川
雅
隆（
消
防

本
部
予
防
課
長
）

◦�

花
巻
北
消
防
署
長
・
高
橋
渉（
消
防
本
部

警
防
課
長
補
佐
兼
警
防
係
長
）

【
問
い
合
わ
せ
】

 

本
館
人
事
課
（
緯
41-

３
５
０
９
）

髙
橋
副
市
長
が
就
任

髙橋 秀
し ゅ う じ

司（52）

平成８年３月、茨城大学卒。同年７月、岩

手県に採用。政策企画部調査監総括調査

監、農林水産部流通課総括課長などを歴任。

松
田
副
市
長
が
再
任

松田 英
え い き

基（62）

昭和63年３月、明治大学卒。同年４月、

花巻市に採用。商工観光部長、財務部長、

総合政策部長などを歴任。

施設名・問い合わせ 開館時間 休館日 問い合わせ

宮沢賢治記念館 9：00～16：30 火曜日（祝日の場合は次の平日）、12/28～1/3 ☎31-2319

宮沢賢治童話村 9：00～16：30 月曜日（祝日の場合は次の平日）、12/28～1/3 ☎31-2211

宮沢賢治イーハトーブ館 9：00～16：30 火曜日（祝日の場合は次の平日）、12/28～1/3 ☎31-2116

花巻新渡戸記念館 9：00～16：30 月曜日（祝日の場合は次の平日）、12/28～1/3 ☎31-2120

花巻市博物館 9：00～16：30 月曜日（祝日の場合は次の平日）、12/28～1/3 ☎32-1030

石鳥谷農業伝承館 9：00～16：30 月曜日（祝日の場合は次の平日）、12/28～1/3 ☎45-6566

萬鉄五郎記念美術館 9：00～16：30 月曜日（祝日の場合は次の平日）、12/28～1/3 ☎42-4402

高村光太郎記念館 9：00～16：30 月曜日（祝日の場合は次の平日）、12/28～1/3 ☎28-3012

花巻市総合文化財センター 9：00～17：00 月曜日（祝日の場合は次の平日）、12/28～1/3 ☎29-4567

大迫郷土文化保存伝習館 9：30～16：00 月曜日、11/1～4/30 ☎29-4567（花巻市総合文化財センター）

４月から社会教育施設などの開館時間や休館日が変わります
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組
織
改
正
と
人
事
異
動

人
事
異
動

組
織
改
正

令和８年度　業
務
の
効
率
化
の
た
め
、
組
織
を
一
部

改
編
し
ま
す
。

【�

各
総
合
支
所
の
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
を

二
つ
の
係
に
変
更
】

　シ
ス
テ
ム
に
よ
る
伝
票
審
査
が
定
着
し

た
こ
と
か
ら
、
各
総
合
支
所
の
市
民
サ
ー

市民サービス課

市民サービス課

税務会計係

令和７年度

令和８年度

税務生活係

市民生活係

健康福祉係

健康福祉係

各総合支所

各総合支所

【�

岩
手
中
部
水
道
企
業
団
に
関
す
る
業

務
を
建
設
部
下
水
道
課
へ
移
管
】

　上
水
道
の
整
備
や
管
理
業
務
が
、
厚
生

労
働
省
の
所
管
か
ら
国
土
交
通
省
の
所
管

と
な
り
上
下
水
道
行
政
が
一
元
化
さ
れ
、

上
水
道
と
下
水
道
の
事
業
連
携
の
必
要
性

が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
市

民
生
活
部
生
活
環
境
課
が
所
管
し
て
い
る

「
岩
手
中
部
水
道
事
業
団
に
関
す
る
業
務
」

を
、建
設
部
下
水
道
課
の
所
管
と
し
ま
す
。

　な
お
、
公
衆
衛
生
の
向
上
を
目
的
と
し

て
実
施
さ
れ
て
い
る「
専
用
水
道
」と「
簡
易

専
用
水
道
」は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
市
民
生

活
部
生
活
環
境
課
の
所
管
と
し
ま
す
。

【
部
長
級
】

◦�

総
合
政
策
部
長
・
伊
藤
昌
俊（
商
工
観
光

部
長
）

◦�

地
域
振
興
部
長
・
及
川
盛
敬（
教
育
企
画

課
長
）

◦�

商
工
観
光
部
長
・
冨
澤
秀
和（
議
会
事
務

局
長
）

◦�

生
涯
学
習
部
長
・
梅
原
奈
美（
生
涯
学
習

課
長
兼
新
花
巻
図
書
館
計
画
室
長
）

◦�

東
和
総
合
支
所
長
・
松
原
弘
明（
こ
ど
も

課
長
）

◦�

議
会
事
務
局
長
・
阿
部
晋（
地
域
振
興
部

長
）

【
課
長
級
】

地
域
振
興
部

◦�

定
住
推
進
課
長
・
村
田
豊
隆（
花
巻
市
博

物
館
副
館
長
兼
市
史
編
さ
ん
室
長
）

◦�

防
災
危
機
管
理
課
長
・
寺
林
和
弘（
商
工

労
政
課
企
業
立
地
推
進
室
産
業
団
地
整

備
推
進
監
）

財
務
部

◦�

収
納
課
長
・
上
野
剛（
文
化
財
課
長
）

市
民
生
活
部

【
問
い
合
わ
せ
】

�

本
館
総
務
課
（
緯
41-

３
５
０
６
）

ビ
ス
課
の
会
計
業
務
を
本
庁
会
計
課
に
集

約
し
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、
市
民
サ
ー
ビ

ス
課
の
「
税
務
会
計
係
」「
市
民
生
活
係
」

「
健
康
福
祉
係
」を「
税
務
生
活
係
」「
健
康

福
祉
係
」の
二
つ
の
係
に
再
編
し
ま
す
。

　な
お
、
証
紙
の
販
売
や
税
金
な
ど
の
還

付
事
務
は
、
引
き
続
き
支
所
の
税
務
生
活

係
で
取
り
扱
い
ま
す
。

【�

新
花
巻
図
書
館
計
画
室
の
名
称
を

変
更
】

　新
花
巻
図
書
館
の
整
備
に
関
す
る
業
務

が
、
計
画
段
階
か
ら
整
備
段
階
へ
移
行
し

た
こ
と
か
ら
、「
新
花
巻
図
書
館
計
画
室
」

の
名
称
を「
新
花
巻
図
書
館
整
備
室
」へ
変

更
し
ま
す
。

【�

消
防
本
部
警
防
課
の
通
信
指
令
第
１

係
・
第
２
係
を
集
約
】

　本
年
４
月
か
ら
、
岩
手
県
内
10
消
防
本

部
の
指
令
業
務
は
、
盛
岡
中
央
消
防
署

に
設
置
さ
れ
る
「
い
わ
て
消
防
指
令
セ
ン

タ
ー
」
で
行
い
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
市

消
防
本
部
警
防
課
の「
通
信
指
令
第
１
係
」

と「
通
信
指
令
第
２
係
」を
集
約
し
、「
通
信

指
令
係
」と
し
ま
す
。

　

課
長
級
以
上
の
人
事
異
動
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

※（

　）内
は
旧
所
属
職
名


